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◎
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新

旧

対

照

条

文

○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
四
十
八
号
）
新
旧
対
照
表

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
〜
七

（
略
）

一
〜
七

（
略
）

八

重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
及
び
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

八

重
度
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
５
及
び
注
６
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

者

者

居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
居
宅
介
護
従
業
者
基

居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
（
居
宅
介
護
従
業
者
基

準
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、

準
別
表
第
二
に
定
め
る
内
容
以
上
の
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事

当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明

業
を
行
っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受

書
の
交
付
を
受
け
た
者
に
限
る
。
）
ま
で
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第

け
た
者
に
限
る
。
）
ま
で
、
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十

十
一
号
、
第
十
四
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者

四
号
又
は
第
十
五
号
に
掲
げ
る
者

九

介
護
給
付
費
単
位
数
表
第
３
の
１
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
同
行

九

介
護
給
付
費
単
位
数
表
第
３
の
１
の
同
行
援
護
サ
ー
ビ
ス
費
（
以
下
「
同
行

援
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
の
注
３
本
文
及
び
注
４
本
文
の
厚
生
労
働
大

援
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
い
う
。
）
の
注
３
本
文
及
び
注
４
本
文
の
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
者

臣
が
定
め
る
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

イ

居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
四
号
（
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
別
表
第

イ

居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
四
号
（
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
別
表
第

四
に
規
定
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）
、
第
八
号
又
は
第
十
二
号

三
に
規
定
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
に
限
る
。
）
、
第
八
号
又
は
第
十
二
号

に
掲
げ
る
者
（
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
（
三
級
居

に
掲
げ
る
者
（
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
一
号
、
第
二
号
（
三
級
居

宅
介
護
従
業
者
を
除
く
。
）
、
第
六
号
（
三
級
相
当
研
修
課
程
修
了
者
を
除

宅
介
護
従
業
者
を
除
く
。
）
、
第
六
号
（
三
級
相
当
研
修
課
程
修
了
者
を
除

く
。
）
、
第
十
号
（
三
級
相
当
研
修
課
程
修
了
者
を
除
く
。
）
、
第
十
四
号

く
。
）
、
第
十
号
（
三
級
相
当
研
修
課
程
修
了
者
を
除
く
。
）
、
第
十
四
号

（
三
級
訪
問
介
護
員
を
除
く
。
）
、
十
六
号
（
居
宅
介
護
従
業
基
準
に
よ
る

（
三
級
訪
問
介
護
員
を
除
く
。
）
、
十
六
号
（
居
宅
介
護
従
業
基
準
に
よ
る

廃
止
前
の
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が

廃
止
前
の
指
定
居
宅
介
護
等
の
提
供
に
当
た
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
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定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
号
）
第
三
号
に
定

定
め
る
も
の
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
号
）
第
三
号
に
定

め
る
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
外
出

め
る
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
（
以
下
「
視
覚
障
害
者
外
出

介
護
従
業
者
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
都

介
護
従
業
者
養
成
研
修
」
と
い
う
。
）
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
都

道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ

道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行
っ

た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者

た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者

に
限
る
。
）
、
第
十
七
号
（
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は

に
限
る
。
）
、
第
十
七
号
（
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
又
は

視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行

都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行

っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

者
に
限
る
。
）
又
は
第
十
八
号
（
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修

者
に
限
る
。
）
又
は
第
十
八
号
（
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修

又
は
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と

又
は
視
覚
障
害
者
外
出
介
護
従
業
者
養
成
研
修
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と

し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
を
受
講
中
の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八

し
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
研
修
を
受
講
中
の
者
で
あ
っ
て
、
平
成
十
八

年
十
月
一
日
以
降
に
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行

年
十
月
一
日
以
降
に
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
、
当
該
研
修
の
事
業
を
行

っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

っ
た
者
か
ら
当
該
研
修
の
課
程
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た

も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
日

ま
で
の
間
は
、
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
四
号
（
居
宅
介
護
従
業
者

ま
で
の
間
は
、
居
宅
介
護
従
業
者
基
準
第
一
条
第
四
号
（
居
宅
介
護
従
業
者

基
準
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
同
行
援
護
従
業
者
養
成
研
修
（
居
宅
介
護

基
準
第
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
同
行
援
護
従
業
者
養
成
研
修
（
居
宅
介
護

従
業
者
基
準
別
表
第
四
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に

従
業
者
基
準
別
表
第
三
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に

限
る
。
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
）

限
る
。
）
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
）

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

十
〜
十
二

（
略
）

十
〜
十
二

（
略
）


